
大阪市舞洲障がい者スポーツセンターで使用するガス調達 

ガス供給仕様書 

１ 概要 

（１）需要場所  大阪市舞洲障がい者スポーツセンター（大阪市此花区北港白津2-1-46） 

（２）用途    低圧、中圧系統（空調系統、ボイラ系統） 

 

２．ガスの概要 

（１）ガスの種類 都市ガス１３Ａ 

（２）供給熱量  標準熱量４５ＭＪ／Ｎ㎥ 

（３）供給圧力  中圧および低圧 

（４）ガス供給地点 

供給地点特定番号 引込 

管圧力 

メーター 

型式・号数 

メーターｰ 

番号 

負荷 

計測器 

メーター 

設置場所 

33-15-392-01-8000-5 中圧 ＣＲ３５０ ０１６８ 有 地下１階 

33-15-392-01-8010-4 低圧 Ｍ１００ＧＰ ５０６４ 有 同上 

33-15-392-01-8015-3 低圧 Ｍ１００ＧＰ ０５７５ 有 同上 

33-15-392-01-8020-3 低圧 Ｍ１００ＧＰ ４６７５ 有 同上 

33-15-392-01-8040-1 低圧 Ｍ３０ＧＰ ５５６８ 有 同上 

 

３．使用条件の概要 

（１）契約最大使用量： １７２㎥Ｎ／ｈ 

（契約で定める1年間を通じた1時間当たりの最大の使用量をいう）  

（２）契約年間使用量： ３１２,５０４㎥ 

（契約で定める1年間の契約月別使用量の合計量をいう）  

（３）契約年間引取量:  ２１８,７５２㎥ 

（契約で定める甲が1年間において最低引き取らなければならないガス量をいう） 

（４）契約最大需要期使用量: １４９，９８３㎥  

（本契約期間の12月から翌3月(4箇月間)における合計使用量をいう） 

（５）予定月別使用量は、別表による。 

（６）契約年間最高使用量：４０６,２５５㎥ 

  （契約期間の最高ガス使用量（ガス使用量の上限）をいう） 

 

４．供給期間 

令和７年９月検針日の翌日 から 令和８年９月検針日まで（１年間） 

 

５．ガス料金の算定基準 

（１）入札時原料費料金単価の算定にあたっては、財務省貿易統計の令和５年８月から令和６

年７月までの公表値の平均原料価格（ＬＮＧ 94,038 円／ｔ、ＬＰＧ 92,374 円／ｔ）

を用いて算出すること。 

また、石油石炭税等租税課金はＬＮＧ 1,860 円/ｔ、ＬＰＧ 1,860 円／ｔを用いて算

出すること。 



なお、経済産業省資源エネルギー庁が実施する「電気・ガス価格激変緩和対策」及び

「酷暑乗り切り緊急支援」等の値引きは含まないものとする。 

（２）託送供給料金単価は、当該一般ガス導管事業者が定める託送供給約款によるものとする。 

（３）ガス料金には消費税等相当額を料金に反映させるものとする。 

 

 

６．ガス料金原料費調整  

（１）受注者は、毎月のガス料金を算定するにあたり、入札時の原料費に変動が生じた場合は、 

供給条件（本契約書第１条の２に規定する供給条件をいう。以下同じ。）に定めるところ 

により、原料費料金単価の調整を行い、ガス料金を算定することができる。 

（２）原料費料金の単価調整とは、入札時に算出される原料費と、請求時に算出された原料費 

との差額を、入札時の単価に増減して請求時の単価とすることを意味する。 

（３）原料費料金の単価調整を行う場合、受注者は入札時と請求時の原料費料金単価算出の根 

拠資料を提出するものとする。 

 

７．契約最大需要期使用量の超過  

   本契約期間のうち、１２月から翌３月（４か月間）における実績使用量が契約最大需要 

期使用量の１０５％を超過した場合、受注者は発注者に対し、供給条件により算出した 

精算額を請求することができる。 

 

８．ガス料金の算定  

   ガス料金は、１か月（本契約書の第10条で定める期間）の使用量により算定する。 

   なお、入札時の契約年間使用量は予定使用量のため、契約期間中における毎月のガス使 

用量に応じて計算する。 

 

９．ガスの安定供給 

受注者は、大阪市舞洲障がい者スポーツセンターにおけるガスの安定供給をはからねば 

ならない。 ただし、以下の場合、ガスの供給を中止し、又はガスの使用を制限、若し 

くは中止の申し出ができる。  

（１）ガスの需要上やむを得ない場合  

（２）一般ガス導管事業者及びガス供給会社のガス供給設備に故障が生じ、又は生じるおそれ 

がある場合  

（３）一般ガス導管事業者及びガス供給会社のガス供給設備の修繕、変更その他の工事上やむ 

を得ない場合  

（４）天災地変等の場合  

（５）その他保安上必要がある場合 

 

１０．ガス使用の測定方法 

（１）一般ガス導管事業者が設置した取引用ガスメータにより毎月検針を行うものとする。 

（２）月ごとの使用期間は、本契約書の第10条で定める期間とする。 

 

 



１１．ガス供給設備の財産分界点  

敷地境界線とする。  

 

１２．保安業務及びメンテナンス業務  

（１）受注者および一般ガス導管事業者は、発注者に内管の保守に関する連絡先を伝達するこ 

と。  

（２）従来の保安レベルを担保するため、受注者は一般ガス導管事業者が実施する点検作業等 

に協力すること。 

（３）受注者は、ガス消費機器について、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、政省令に定め 

る保守責任を負うものとする。  

 

１３．緊急時の対応 

（１）受注者は、緊急対応が発生した際は、臨時供給体制の確保等、一般ガス導管事業者に積 

極的に協力し、速やかかつ適切に対応すること。 

（２）受注者は、災害時の臨時供給における設備を保有し、体制を整えていること。 

 

１４．その他  

（１）入札書に記載する金額には、本契約におけるガスの供給に必要な費用を全て含める 

こと。 なお、契約締結時（契約書作成時）には供給申込書に記載した金額の算定根拠 

となった単価を契約書別紙１「ガス料金内訳書」に記載すること。 

（２）本仕様に定めのない事項については、受注者の定める供給条件等によるものとし、供給 

条件等に定めのない事項については、発注者および受注者間の協議により定めることと 

する。 

（３）発注者が大阪市から指定管理者の指定を受けることが出来ないとき、または、指定を取 

り消されたとき、契約は解除となる。 

 

１５．担当 

   大阪市舞洲障がい者スポーツセンター 入札係 ＜担当：小椋（をぐら）＞ 

    〒554-0041 大阪市此花区北港白津2-1-46 

    電話:06-6465-8200 ／FAX:06-6465-8207 ／E-mail:  nma2401＠fukspo.org 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別 表  

〇 ガス使用実績 および予定使用量 
 

 
大阪市舞洲障がい者スポーツセンター 

年 検針月 最大使用量(㎥) 使用量(㎥) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年 

１月 124.00 ４２,１７２ 

２月 122.00 ４０,９１８ 

３月 117.00 ４１,１２５ 

４月 149.00 ３２,８７５ 

５月 109.00 ２３,９５９ 

６月 101.00 ２１,８７８ 

７月 101.00 １２,６７４ 

８月 71.00 １１,１４９ 

９月 111.00 １９,２７０ 

１０月 61.00 １２,５９４ 

１１月 89.00 ２８,１２２ 

１２月 109.00 ２５,７６８ 

       計  ３１２,５０４ 

 


